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「令和４年度独立行政法人医薬品医療機器総合機構契約監視委員会（臨時）」議

事概要 

Ⅰ 日 時 

令和４年１０月２０日（木）から１１月１４日（月） 

Ⅱ 場 所 

メール開催 

Ⅲ 出席委員（敬称略） 

中村   洋（慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授） 

伊藤 憲二（森・濱田松本法律事務所 弁護士） 

鈴木 裕子（公認会計士） 

◎寺林  努（独立行政法人医薬品医療機器総合機構 監事） 

○矢野 奈保子（独立行政法人医薬品医療機器総合機構 監事（非常勤））

※ ◎は委員長、○は委員長代理

Ⅳ 議 題 

（１） 審議事項案件 

令和４年１１月に入札公告又は契約締結を予定している案件（一般競争入札

【 低価格落札方式】を除く。）に係る事前点検について 

Ⅴ 議事内容 

（１） 令和４年１１月に入札公告又は契約締結を予定している案件（一般競争入札

【 低価格落札方式】を除く。）に係る事前点検について 

標記について審議及び報告が行われた。主な概要は以下の通り。 



 

2 
 

委員からの主な質問・意見及び当機構の回答 

質問・意見 回答 

 
・今回早急な対応が必要になった問題
について、今後において、同様な問
題で随意契約が必要とならないよ
う、 大限対策を講じること。 

 
 
・機密性の高い情報については、組織
においてどのタイミングで、どの職
位や部署までで情報共有すべきか、
対応に困難な面があると思うが、今
回の件のように、その影響が他部署
にまで及ぶことも踏まえて、今後は
適時適切に情報共有を行い、他への
影響を想定しつつ対応できるような
体制を検討すること。 

 
 
・開発案件で事前に十分な要件定義が
行われずに追加で改修が必要になっ
た場合、今回のように既存業者との
随意契約となる可能性が高まるた
め、今後は同様なことが発生するこ
とを 大限回避するよう、事前に十
分な検討ならびに情報共有を行うこ
と。さらには、各プロジェクトの進
展状況をみて、情報化統括推進室の
判断でベンダーと直接会話・調整を
行う機会を増やすことで、時間制約
が生じてからの調達検討とならない
ように努めること。また、「統合基
盤の整備」についても、今後、機構
内の調整をしっかりと行い、計画的
に進めていくこと。 

 

・今後は、調達の予見性を高めるよう努
めるとともに、代替手段等についても
幅広く検討を行うこととする。 

 
 
 
・今回の件を踏まえ、機密性の高い情報

を背景とした事案に関する調達の必要
性が生じた場合は、情報共有者を必要
に応じて限定したうえで、即座に共有
し、他部署への影響の可能性を把握し
ながら調達を進めることとする。 

 
 
 
 
 
・指摘いただいた点に十分留意して今後

の活動を進めることとする。 
 

                               

以上 


